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「
北
条
氏
邦
印
判
状
」(

逸
見
家
文
書
№
７)

 

  【
書
き
下
し
】 

  
 

 
 

永
代
法
度

□
（
之
）

事 

一 

当
年
改
而
申
出
候
、
い
か

如
何

様
ニ
も
兵
粮
を
嗜
、
自
然
之 

籠
城
つ
ゝ
き
候
や
う
ニ
可
致
覚
悟
、
当
意
市
町
ニ
て 

か
い
、
其
外
／
＼
仕
候
義
、
か
た
く
法
度
ニ
候
、
兼
而
兵
粮
致
支 

度
、
寄
親
之
蔵
へ
入
、
可
預
置
事
、 

一 

朝
夕
も
又
正
月
も
、
一
騎
合
衆
ハ
、
白
衣
ニ
而
も
く
る
し
か
ら
す
候
、 

冬
ハ
か
ミ
こ

（
紙
衣
）

、
木
綿
こ
そ
て

（
小
袖
）

可
然
、
夏
ハ
布
か
た
ひ
ら

（
帷
子
）

、
又
ハ 

た
ふ
か
た
ひ
ら

（
胴
帷
子
）

も
く
る
し
か
ら
す
候
、
惣
別
衣
裳
た
く
ハ

（
貯
）

へ
候
而 

つ
い
入
義
、
無
用
候
事
、 

一 

一
騎
合
衆
、
何
も
き
う
を
ん

（
給
恩
）

三
ケ
一
の
馬
を
乗
へ
し
、 

た
か
き
馬
一
円
無
用
候
、
只
今
持
候
馬
を
取
へ
き
ハ
く
る
し 

か
ら
す
候
、
左
候
と
て
、
馬
や
せ

（
痩
せ
）

候
事
、
有
間
敷
事 

一 

武
具
ハ
て
か
い

（
手
蓋
）

・
は
い
た
て

（
佩
楯
）

ま
て
い
た
す
へ
し
、
中
間
・
小
者
迄 

黒
可
致
事
、
か
ん
よ
う

（
肝
要
）

ニ
候
、
具
足
ハ
雨
風
ニ
当
候
て
も
、
そ
ん

（
損
）

し
さ
る
や
う
ニ
可 

致
候
、
は
お
り

（
羽
織
）

も
黒
木
綿
可
然
候
、
き
れ

（
布
）

小
旗
・
さ
ひ

（
錆
）

鑓
法
度
事 

右
法
度
書
ハ
、
陣
番
普
請
し
け

（
繁
）

く
候
間
、
如
此
被
仰
出
候
、
朝
夕 

見
く
る
し
き
為
躰
、
く
る
し
か
ら
す
候
、
又
黄
金
・
代
物
支
度
之
者
有 

之
者
お
ん
ミ
つ

（
隠
密
）

に
て
可
申
上
、
則
可
令
褒
美
者
也
、
仍
如
件 

 
 

（
天
正
二
年
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い 

 
 

三
月
廿
日 

 
 

 
 
 

 
 

（
印
文
「
翕
邦
挹
福
」
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

逸
見
与
一
郎
殿 



 - 2 - 

 


